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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2016-162666(P2016-162666A)
【公開日】平成28年9月5日(2016.9.5)
【年通号数】公開・登録公報2016-053
【出願番号】特願2015-42137(P2015-42137)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月22日(2018.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キーボタンを、当該キーボタンの操作方向に往復移動可能に支持するハウジングと、
　前記キーボタンの操作検出部が設けられた基板と、を備え、
　前記ハウジングで支持された前記キーボタンが、当該キーボタンの前記操作方向に沿う
軸線上で、前記操作検出部に対向配置されたキーボードにおいて、
　前記軸線の軸方向から見て、前記基板上の前記操作検出部よりも外側に光源を設けると
共に、
　前記光源からの光を前記キーボタンのキートップに誘導する導光体を、空気よりも屈折
率の大きい材料で構成すると共に前記ハウジングに設け、
　前記導光体を、
　前記軸線の軸方向で、前記光源に対向配置された入射部と、
　前記軸線の軸方向から見て、前記キーボタンに隠れる位置でキートップに対向配置され
た出射部と、
　前記入射部から入射した前記光源からの光を前記出射部に誘導する誘導部と、から構成
し、
　前記入射部の前記光源に対向する入射面を、前記光源側に突出する曲面状に形成したこ
とを特徴とするキーボード。
【請求項２】
　前記誘導部は、前記入射面で屈折して前記入射部に入射した光が到達する第１の境界面
を有しており、
　前記入射面を、当該入射面で屈折した光の前記第１の境界面に対する入射角が、前記導
光体の屈折率と空気の屈折率で決まる前記第１の境界面での光の臨界角よりも大きい入射
角で前記第１の境界面に進入できるような曲率半径で形成したことを特徴とする請求項１
に記載のキーボード。
【請求項３】
　前記誘導部では、前記第１の境界面で反射された光を前記出射部に向けて反射する第２
の境界面が、前記第１の境界面に対して平行に設けられており、
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　前記第２の境界面と、当該第２の境界面に連なる前記出射部の側面部の法線との交差角
を、前記側面部での光の臨界角以上に設定したことを特徴とする請求項２に記載のキーボ
ード。
【請求項４】
　前記第１の境界面には、当該第１の境界面で屈折して前記導光体の外部に漏れる光を遮
る遮光部が設けられていることを特徴とする請求項２または請求項３に記載のキーボード
。
【請求項５】
　前記出射部の前記キートップに対向する出射面を、前記キートップから離れる方向に凹
状に窪んだ曲面状に形成したことを特徴とする請求項１から請求項４の何れか一項に記載
のキーボード。
【請求項６】
　キーボタンを、当該キーボタンの操作方向に往復移動可能に支持するハウジングと、
　前記キーボタンの操作検出部が設けられた基板と、を備え、
　前記ハウジングで支持された前記キーボタンが、当該キーボタンの前記操作方向に沿う
軸線上で、前記操作検出部に対向配置されたキーボードにおいて、
　前記軸線の軸方向から見て、前記基板上の前記操作検出部よりも外側に光源を設けると
共に、
　前記光源からの光を前記キーボタンのキートップに誘導する導光体を、空気よりも屈折
率の大きい材料で構成すると共に前記ハウジングに設け、
　前記導光体を、
　前記軸線の軸方向で、前記光源に対向配置された入射部と、
　前記軸線の軸方向から見て、前記キーボタンに隠れる位置で前記キートップに対向配置
された出射部と、
　前記入射部から入射した前記光源からの光を前記出射部に誘導する誘導部と、から構成
し、
　前記出射部の前記キートップに対向する出射面を、前記キートップから離れる方向に凹
状に窪んだ曲面状に形成したことを特徴とするキーボード。
【請求項７】
　前記出射面を、前記出射部内を通って前記出射面に到達した光が、前記出射面で屈折す
ると共に、屈折した光の進行方向が前記キートップに向かう方向となる曲率半径で形成し
たことを特徴とする請求項５または請求項６に記載のキーボード。
【請求項８】
　前記ハウジングは、前記出射部で屈折して前記導光体の外部に出射された光が通過する
開口を有しており、前記開口の側縁には、前記開口を通過した光の前記軸線の径方向外側
への拡散を阻止する阻止壁が設けられていることを特徴とする請求項１から請求項７の何
れか一項に記載のキーボード。
【請求項９】
　前記ハウジングは、
　透明な樹脂材料によって形成されることを特徴とする請求項１から請求項８の何れか一
項に記載のキーボード。
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